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第3章  学 校 教 育 総 論 

 

第 １ 節  指  導  目  標  

 

１  平 成 23 年 度 学 校 教 育 に つ い て  

  学 校 教 育は、幼児児童生徒が生涯にわたり、人間としての成長と発達を続けていく基盤となる

力を養うとともに、国家及び社会の有為な形成者としての資質の育成を目標とするものである。 

  各 学 校 においては、幼児児童生徒のすぐれた個性を伸ばし、知・徳・体の調和のとれた人間形

成を図るとともに、公共の精神を尊び、自他の敬愛と協力により創造的で活力に満ちた社会の発

展に尽くす態度を養うことが大切である。  

  教 職 員 は、教育者としての使命を自覚し、学校教育の目標と学習指導要領等の趣旨を十分理解

し、校（園）長の指導のもとに一致協力して公教育の推進に努力されるよう期待する。  

 

基 本 的 理念  

1 い の ち を尊び、こころやからだを鍛え、たくましく生きる力を養う。  

2 自 ら 学 び、深く考え、主体的に行動する力を養う。  

3 礼 節 を 重んじ、自らを律し、他とともにこころ豊かな生活を築く態度を養う。  
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第 ２ 節   現    況  

 

1 平 成 23 年 度 学 校 総 覧 （ 高 等 教 育 機 関 を 除 く ）          （ 学 校 基 本 調 査  23.5.1 現 在 ） 

区分  
学 校 数  

学 級 数  
幼 児 ・児童・生徒数  本 務 教員数  本  務  

職 員 数  計  本 校  分校 計  男  女  計  男  女  

幼 稚 園  522 522  3,939 97,925 49,492 48,433 5,631 340 5,291 832 

国     立  1 1  5 152 73 79 7  7  

市  町  立  92 92  496 10,865 5,571 5,294 723 15 708 80 

私     立  429 429  3,438 86,908 43,848 43,060 4,901 325 4,576 752 

小 学 校  983 980 3 15,853 430,770 220,779 209,991 22,942 8,415 14,527 3,264 

国     立  2 2  42 1,495 755 740 61 45 16 4 

市 町 村 立  979 976 3 15,781 428,383 219,759 208,624 22,833 8,350 14,483 3,257 

私     立  2 2  30 892 265 627 48 20 28 3 

中 学 校  439 436 3 7,012 219,695 112,179 107,516 13,414 7,887 5,527 1,124 

国     立  3 3  33 1,226 594 632 69 58 11 10 

市 町 村 立  414 411 3 6,700 208,044 107,064 100,980 12,835 7,491 5,344 1,058 

私     立  22 22  279 10,425 4,521 5,904 510 338 172 56 

高 等 学 校  220 219 1  192,780 96,771 96,009 12,135 8,578 3,557 1,974 

国     立  2 2   941 370 571 62 38 24 7 

県     立  148 147 1 (3,096) 119,774 61,314 58,460 7,909 5,489 2,420 1,362 

市     立  15 15  (350) 13,493 5,910 7,583 922 597 325 139 

私     立  55 55   58,572 29,177 29,395 3,242 2,454 788 466 

通信制高等学校 5 5   6,936 4,520 2,416 74 57 17 15 

県     立  2 2   3,006 1,447 1,559 53 41 12 8 

私     立  3 3   3,930 3,073 857 21 16 5 7 

中等教育学校(私立) 1 1   617 617  62 54 8 5 

(前 期 課 程 )     315 315      

(後 期 課 程 )     302 302      

特 別 支 援学校 34 32 2 1,412 6,742 4,414 2,328 3,246 1,237 2,009 589 

盲学校(県立) 2 2  52 166 96 70 128 57 71 47 

聾学校(県立) 5 5  127 532 316 216 293 102 191 84 

養 護 学 校  27 25 2 1,233 6,044 4,002 2,042 2,825 1,078 1,747 458 

国   立  1 1  9 62 44 18 29 22 7 2 

県   立  20 18 2 1,014 4,914 3,272 1,642 2,294 847 1,447 348 

市   立  6 6  210 1,068 686 382 502 209 293 108 

専 修 学 校  176 176   44,481 21,128 23,353 2,666 1,337 1,329 806 

県     立  3 3   795 209 586 81 27 54 30 

市     立  13 13   2,042 243 1,799 201 8 193 41 

私     立  160 160   41,644 20,676 20,968 2,384 1,302 1,082 735 

各種学校(私立) 100 100   13,715 7,990 5,725 741 447 294 311 

 （ 注 1）高等学校・特別支援学校については、専攻科を含む。ただし、高等学校の学級数は、公立  

本 科 のみのものである。  

（ 注 2）通 信制高等学校 5 校 の 内訳は、独立校 1 校 、全・通併置校 3 校 、定・通併置校 1 校 で ある。  

し た がって、併置校 4 校 は 、高等学校数と重複している。  

  


